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Ⅰ　国連狙い撃ち制裁の現状と実効性に関する議論

Ⅱ　国連狙い撃ち制裁の実施を規律する法規範の形成

Ⅲ 　国際公共的性格という観点からみた制度的課題―オンブズパーソンを中心に―

おわりに

はじめに

国連安全保障理事会（以下，安保理）の下での狙い撃ち制裁⑵は，憲

章第７章に基づく強制措置の重要な手法のひとつとして確立していると

言ってよいであろう。しかし，制裁の実効性という観点からは多くの課

題が残されており，急速な実行の展開に伴って研究も多く蓄積されてき

⑴�　本稿は，日本国際連合学会２０１８年度研究大会（東海大学高輪キャンパス，
２０１８年６月３０日）において「集団安全保障体制における制裁の実効性」という

統一テーマの下で行った報告の原稿を大幅に加筆修正したものである。

⑵�　本稿では，しばしば用いられるスマート・サンクションと互換的に用いる。
また狙い撃ち制裁は，「標的制裁」（最上敏樹「普遍的公権力と普遍的法秩序」

松田竹男・田中則夫・薬師寺公夫・坂元茂樹編集代表『現代国際法の思想と構

造Ⅱ』（東信堂，２０１２）年，３７３頁）や「ターゲット制裁」（石垣友明「ターゲッ

ト制裁の実施強化に伴う新たな課題 : 規範の拡大に内在する制約と他の規範と
の緊張関係についての考察」『国際法外交雑誌』第１１７巻１号（２０１８年）１３２頁）
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ている⑶。本稿では，国連制裁レジームの「国際公共的性格」という観

点から見えてくる，制裁の実効性に向けた国際法上の課題を明らかにし

たい⑷。但し，紙幅の関係から制裁全体を射程におきつつも，問題とし

て取り上げられることの多い対テロ制裁の実行を中心に検討する。

ここで言う国際公共的性格とは，「国々の個別的私的な利益や組織と

の対比で，国際社会全体の利益・組織としての性格」を意味する。例え

ば佐藤哲夫は，「公」の概念という視点に立つことの意義や効果・機能

について主に４点を指摘している。すなわち，①公の概念は，利益や組

織が正当性をもつことを象徴的に示す。その結果，②組織としての位置

づけや機能・権能を正当化する。他方で，③現実の組織の機能や運営が

　 などとも訳される。また，狙い撃ち制裁をスマート・サンクションの一側面を
示すものとして限定的に理解する見解もある（本多美樹「国連によるスマート・

サンクション」臼井実稲子・奥迫元・山本武彦編『経済制裁の研究―経済制裁

の政治経済学的位置づけ』（志学社，２０１７年）２１１頁）。いずれにせよ，本稿では，

いわゆる包括的経済制裁との対比で制裁対象や措置を特定した制裁という比較

的広い意味で用いることにする。実態としてみた場合に，狙い撃ち制裁は必ず

しもスマート（賢い）であるとは限らないことに留意すべきであろう。Thomas J. 
Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho (eds), Targeted Sanctions The Impacts and 
Effectiveness of United Nations Action (Cambridge University Press， ２０１６), pp. １－２. 
さらに，周知の通り，国連の狙い撃ち制裁は１９９０年代のイラク制裁の経験を踏

まえて導入されてきたのであり，実効性よりも人道的影響の軽減を目指して導

入された手法であることもここで確認しておく。

⑶�　包括的な検討を加える近年の代表的な書物として，Thomas J. Biersteker, Sue 
E. Eckert, Marcos Tourinho (eds), Targeted Sanctions The Impacts and Effectiveness 
of United Nations Action (Cambridge University Press, ２０１６), Natalino Ronzitti (ed.), 
Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law (Brill/Nijhoff, ２０１６), Larissa 
van den Herik (ed.), Research Handbook on UN Sanctions and International Law 
(Edward Elgar Pub., ２０１７), 臼井ほか編『経済制裁の研究』前掲注 (２），吉村祥子
編『国連の金融制裁―法と実務』（東信堂，２０１８年）などがある。

⑷�　本稿では，国際公権力，国際公益，国際共同体といった概念を（それぞれ
の意味や射程の異同はさておき）包含するものとして国際公共的性格と表現し

ている。
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公の名に値しないではないかといった形で，公の概念に基づく批判を基

礎づけ，④現実の組織の機能や運営に対する改善の提案や要求を基礎づ

ける，というわけである⑸。このような理解に則って，本稿ではとりわ

け③や④の側面に注目して検討を進める。

どういった点が公なのかという面から見た場合，具体的な活動目的

（objectives）の公共性，作業方法（working methods）の公共性という点

に着目することも必要であろう。この点は，制裁措置の履行において国

際制度と国内制度の協働が必要になってきており，本来国内行政が担っ

てきた機能を国際組織が担うようになっていることと関係する。

さらに，公益実現のためには私益の一定の制限が許容されるという側

面にも着目する必要がある。加盟国，特に制裁被影響国の権利・利益が

制限されうることは従来から認識されてきたが，狙い撃ち制裁において

は対象となる個人，制裁を実施する私人・民間セクターの権利・利益も

私益として一定の制限が許容されることになる⑹。他方で，そうした制

限が過剰にならないための保障措置・基準が公的制度として求められる

ことにもなる。

このような国際公共的性格については，国際法学において従来から議

論が積み重ねられてきたわけであるが，狙い撃ち制裁をめぐっては議論

が十分でない点も多くある。主要なものとしては，第１に，安保理の集

団安全保障体制における武力行使規制の国際公共的側面については，武

力行使の許可方式や単独主義的行動，近年の強固な（robust）平和維持

⑸�　佐藤哲夫『国連安全保障理事会と憲章第７章―集団安全保障制度の創造的展
開とその課題―』（有斐閣，２０１５年）３６２－３６５頁。

⑹　私人に対する制裁という現象について，もはや二国間関係における対抗措置
　 の枠組みでは説明できず，国際公秩序における制度という明確な見方が必要
であることを指摘するものとして，Nigel D. White, “Sanctions against Non-State 
Actors”, Ronzitti (ed.), supra note （３）, pp. １２７－１６０.
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活動の展開などについて議論されてきた⑺。憲章第７章に基づく活動が

国際公共的性格を有していることに疑いはないと思われるが，経済制裁

については十分議論されていないように思われる⑻。この点は，独自・

追加制裁や二次制裁の合法性いかんの問題にも関わってくるであろう

（以下，Ⅲ－３で簡潔に触れる）⑼。

第２に，従来から，経済制裁は国家責任論の枠組みのなかで議論され

てきた。すなわち，相手国違法行為への対抗措置として経済制裁を性格

付け，安保理による制裁は，集団的な対抗措置として理解するというも

のである⑽。しかし，現在国連の決定に基づく制裁は，国家に向けられ

る側面がなくなったわけではないとしても，個人や団体，武装集団といっ

た非国家主体を直接の対象としている。これをどのように性格づけるか

という点については十分に議論されていないように思われる。

⑺ 　この点に関する先行研究は数多くあるが，代表的には，公権力の形成という
観点から論じるものとして，佐藤『前掲書』注（５）３３７－３６１頁参照。また，同様

の観点から武力不行使原則と自衛権の関係を論じるものとして，最上敏樹「多

国間主義と法の支配―武力不行使規範の定位に関する一考察―」『世界法年報』

第２３号（２００４年）９３－１２３頁参照。

⑻�　但し，先駆的な研究として，中谷和弘「経済制裁と国際公益―第三国との

関係を中心として―」広部和也・田中忠編集代表『国際法と国内法―国際公

益の展開』（勁草書房，１９９１年），５３５－５６１頁。同「国家の単独の決定に基づく

非軍事的制裁措置」『国際法外交雑誌』第８９巻３・４号（１９９０年）１－３６頁。See 
also, Tom Ruys, “Sanctions and countermeasures: concepts and international legal 
framework”, van den Herik (ed.), supra note （３），pp. １９－５１.
⑼�　この点について活発に議論されているのは対イラン制裁についてである。浅

田正彦「EUの対イラン独自制裁と安保理決議」『国際商事法務』第４４巻５号（２０１６
年）７５１－７５５頁。

⑽�　国連の非軍事的強制措置を国際法上の「制裁」とし，国家の単独の決定に基
づく措置と区別する見解も含めて，経済制裁の国際法上の位置づけについては，

中谷和弘「経済制裁の国際法上の機能とその合法性（一）・（二）」『国家学会雑誌』

第１００巻５・６号（１９８７年）３７３－４１９頁，同７・８号（１９８７年）６３０－６５９頁，吉村祥子『国

連非軍事的制裁の法的問題』（国際書院，２００３年），３１－６８頁参照。
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第３に，加盟国による制裁の実施における国内法体制の問題について

も一定の議論の蓄積はあるが⑾，非国家主体への影響がますます増大し

ている制裁の変容を踏まえた議論はまだ十分に行われていないと言える。

制裁の実効性を高めるためには制裁の履行・実施面における国内法体制

の整備が不可欠である。

これらの問題に深く立ち入ることはしないが，簡潔に言えば，国連の

狙い撃ち制裁をめぐる様々な実行はいわば国際公共的性格を示してきて

いるということ，そのことによって制裁の実施における法的規律の在り

方が問題となっているということ，さらには従来の国際法の枠組みでは

十分に説明できない点が生じているとまとめることができるであろう。

以下では，まず制裁の実効性に関する近年の研究と安保理内外で進展

中の議論を概観し，狙い撃ち制裁の手法が一般化していることと，他方

で手法や目的，他の手法などとの複雑な組み合わせなどといった意味で

多様化していることを確認し，そしてそのことを前提として実効性の観

点からどのような議論が行われているかを整理する（Ⅰ）。その上で，国

際公共的性格を踏まえた，制裁レジームを規律する法規範の形成状況

について検討する。具体的には，制裁をめぐる国連と加盟国の権限関

係，人権規範，手続的な参加・透明性・理由の付された決定・救済メカ

ニズムなどのグローバル行政法的要素といった３つの観点から，現状の

評価を行う（Ⅱ）。それらを踏まえて，制裁レジームの制度的課題とし

て，最も著しい展開を遂げているオンブズパーソン制度について検討す

る。特に，その権限強化と対象拡大の主張を取り上げて，国際公共的性

格という観点から主張の是非について検討する（Ⅲ）。そうして，本稿

⑾�　例えば，内ヶ崎善英「経済制裁の国内実施措置―私人に及ぼす影響を中心に」
『国際法外交雑誌』第１０２巻１号（２００３年）５７－７９頁など。
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の全般的な目的として，制裁実施における実効性を追求していくために

は，制裁をめぐる制度の国際公共的性格を発展させていくことが必要で

あるということを明らかにする。

Ⅰ　国連狙い撃ち制裁の現状と実効性に関する議論

１　狙い撃ち制裁の一般化と多様性

２０１９年１月の時点で１４の制裁レジームが存在するが⑿，それらすべて

が狙い撃ち制裁を採用している。具体的にどのような制裁が実施され

ているかを検討することは紙幅の都合上省略するが⒀，それぞれの対象

や目的に照らせば，大きく３つのカテゴリーに分類することが可能で

ある⒁。すなわち，①対テロ制裁（アル・カイーダ，イスラム国など），

②対大量破壊兵器拡散制裁（北朝鮮，イラン），③対武力紛争制裁である。

大多数は対武力紛争制裁に属するが，そこでの制裁の目的自体も，人権

保護や天然資源の管理⒂（シエラレオネ，コンゴ民主共和国，コートジ

⑿�　See https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information (Last visited in １０ 
January ２０１９)
⒀�　詳しくは，中谷和弘「安保理決議に基づく経済制裁―近年の特徴と法的課題」
村瀬信也編『国連安保理の機能変化』（東信堂，２００９年）８２－８５頁，吉村編『前

掲書』注（３），２５８－２６７頁（巻末に事例の一覧が掲載されている），Biersteker 
et al, supra note (３）, pp.２８０－３４７（巻末に事例とそれを細分化したエピソードの
リストと実効性評価の一覧が付録されており，国連狙い撃ち制裁の全体像を把

握するうえで有益である）などを参照。

⒁�　Larissa van den Herik, “The individualization and formalization of UN sanctions”, 
van den Herik (ed.), supra note （３）, p.１.
⒂ 　天然資源の管理は，紛争当事者が天然資源から得られる資金を獲得し紛争
の長期化につながることを防ぐという意味で一定の成果を挙げているが，国

全体への経済的悪影響から批判もある。Compendium High Level Review of 
United Nations Sanctions (Compendium), November ２０１５, Based on United Nations 
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ボワールなど），国家再建・民主化移行支援（ハイチ，ギニア・ビサウ，

など），内戦・反政府勢力への対応（エリトリア，ソマリアなど）といっ

たように多様である。また，同じ国を対象としていても，事態の推移に

応じて制裁の目的も変容する⒃。そして，とりわけ対武力紛争制裁の場

合には，安保理の実施する平和維持活動や政治ミッションの活動などと

も複雑に絡み合っているのが実情である⒄。

制裁として行われる措置も多様である。狙い撃ち制裁の３本柱は，武

器禁輸，個人の渡航禁止，個人・団体資産等の凍結・制限である。基本

的にはこれらのいくつかまたはすべてを組み合わせて制裁が科されるが，

対北朝鮮制裁のように武器関連以外の奢侈品の輸出禁止などが科される

こともある。いずれにしても，制裁レジームごとに設置される制裁委員

会の下で，対象となる個人・団体が指定されリストとしての管理が行わ

れる。

少し視野を広げてみると，これらの措置は，憲章第４１条に規定された

「兵力の使用を伴わないいかなる措置」にあたるわけであるが，同条に

位置づけられる措置の多様化も確認できる。旧ユーゴなどの国際刑事法

廷が第４１条の措置として性格づけられたことを契機として，テロ犯罪等

の国内処罰化の義務づけ，ダルフールやリビアの事態の付託といった国

際刑事裁判の活用など，広い意味で第４１条の措置として性格づけられう

　 document A/６９/９４１-S/２０１５/４３２, pp. ８４－８５. Available at: http://www.hlr-unsanctions.
org/（Last visited in １０ January ２０１９）同文書については，以下（Ⅰ－３）で触れる。

⒃�　例えば，リビアに対しては１９９２年から２００３年まで対テロ関係，２０１１年から現
在に至るまで対武力紛争関係といったように長期にわたり制裁が科されている。

後者だけをとってみても，カダフィ政権による一般市民への攻撃を止めさせる

ためのもの（いわゆる保護する責任の適用）から，内戦の停止や国家再建へと

事態の推移に応じて制裁の目的も変化している。

⒄　See Compendium, supra note （１５）, pp. ４８－５１. 
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る活動が多くなっている⒅。これらは「国際の平和及び安全の維持また

は回復」のための措置として，かなりの程度密接に関連する形で実施さ

れている。

例えば，狙い撃ち制裁は「予防的」であり，刑事罰ではないとされる⒆。

他方で，対テロ制裁決議では，各国においてテロリズムに関わる資金

供与を含む様々な行為を犯罪化することを義務づけている。その意味

で，対テロ制裁の対象リストは国内刑事手続と密接に関連し，「特別送

達（special notice）」を発する国際刑事警察機構（INTERPOL）との連携

も強化されているのが実態である。さらに，対武力紛争制裁などのよう

に国際刑事裁判所やその他の裁判所の管轄権の対象となるような犯罪行

為者は，狙い撃ち制裁の対象となることも十分想定される。そこでは制

裁自体や制裁に関連して行われる調査が国際刑事手続に関する捜査に悪

影響を及ぼすとの懸念もあり，逆に制裁に関する調査を行う専門家パネ

ルが刑事捜査の一部と認識されることで情報へアクセスする機会を失う

という危険性もある⒇。

要するに，狙い撃ち制裁は，それ単独で実施されるわけではなく，大

きくは国際の平和と安全の維持・回復という目的（憲章第７章に基づく

⒅ 　Nico Krisch, “Art.４１”, Bruno Simma et al. (eds.), The Charter of the United 
Nations: A Commentary ３rd ed. (Oxford University Press, ２０１２) pp. １３１１-１３１２, １３１９
-１３２４. 但し，第４１条に基づく措置として性格づけることにいまだ批判もあるこ
とには注意が必要である。 
⒆�　例えば，オンブズパーソンのホームページでは，狙い撃ち制裁は犯罪行為を
処罰することを意図したものではないので，制裁委員会によるリスト化に関連

する情報や状況を評価するにあたっては，国内的であれ地域的または国際的で

あれ刑事手続において適用される基準を用いることは適切でないと述べてい

る。See https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/approach-and-standard (Last 
visited in １０ January ２０１９)
⒇　Compendium, supra note （１５）, pp. ６６－６９.
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活動）のなかに位置づけることが重要である。そして目的実現のために，

狙い撃ち制裁とその他の多様な組み合わせを前提として，どのような場

合にどのように実施するのかしないのか，という意味での体系化・定式

化を構想する必要性があるように思われる。

２　狙い撃ち制裁の実効性に関する近年の学説

こうした狙い撃ち制裁の一般化と多様性を踏まえて，主として国際関

係論の領域で実効性の観点からの包括的研究が行われている。代表的

なものとして Bierstekerらによるものが重要である。そこでは Targeted 

Sanction Consortium databaseが作成され，蓄積された事例を ６３のエピ

ソードに分解し，比較分析を行っている�。様々な組み合わせを学習的

に将来に活かすというのが同研究の主眼であろうと思われる。

本稿の観点からは，その成果として示される実効性の指標が大変参考

になる。まず，制裁が実効的かどうかは，制裁の目的を達成したかどう

かに依存する。しかし，制裁の目的は次の①～③に分類することがで

き，それらが組み合わされる形で実施されている。すなわち，①強制

（coercion）：制裁対象者の行動を変えさせること�，②抑制（constraint）：

制裁対象者の行動を制約してテロや人権侵害などの所与の行為を防止す

ること�，③シグナル（signaling）：制裁対象者にシグナルを送ること（い

わゆる naming and shaming）�の３つが考えられる。従来の実効性評価は，

①強制の側面，すなわち対象者の行動を変えさせることができているか

どうかの一辺倒であったが，それでは不十分であり，事実，制裁は一定

�　Biersteker et al, supra note （３）, pp. １７－２５.
�　Ibid, pp. ２３８－２４０.
�　Ibid, pp. ２４０－２４１.
�　Ibid, pp. ２４１－２４５.
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の行動を抑制したり，シグナルを送ることを目的として実施されたりも

しているのであるから，それぞれの目的に照らした評価を行うべきであ

る。その上で，それぞれの目的が組み合わされて実施されている事実を

踏まえて，全体として評価されるべきだというわけである� 。

ここで注目すべきは，③の側面である。この場合，制裁対象者だけで

なく国内有権者を含む第三者に対する影響も加味されなくてはならない。

例えば，狙い撃ち制裁の対象である国内指導者とその家族やレジームの

主要支援者を非難することで，非合法的政権の移行や和平プロセスの実

現を促す効果がありうる。いわゆる物理的強制に主眼をおいた場合には

制裁の実効性は低く評価されることになるが，③の観点から評価した場

合には一定の存在意義を認められることとなる。

加えて，狙い撃ち制裁は，国際社会一般への効果という観点からも評

価される必要があるとの指摘も重要であろう�。特定の場合には制裁が

発動されるという威嚇の効果，過去の事例に基づくコスト計算などとい

う意味で，国際社会一般へのシグナルとしての効果もあると考えられる。

この点に関する実効性指標としての明確さは必ずしも十分ではないが，

狙い撃ち制裁の存在意義を考えるうえでは軽視できない点である。いず

れにせよ，シグナルとしての実効性を重視すればするほど，安保理自身

の権威（authority）や正当性の担保に関する比重も高まるように思われる。

��　Ibid. ちなみに核不拡散については実効的ではないと評価される。他方で，
例えばアンゴラの UNITAの指導者に対する制裁をはじめ，ハイチ，リベリア，
シエラレオネ，コンゴ民主共和国，リビアなどに対する制裁やアル・カイーダ

制裁は実効的であったと評価されている。

��　本多美樹『国連による経済制裁と人道上の諸問題：「スマート・サンクション」
の模索』（国際書院，２０１３年）５６－５７頁。
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３　安保理内外における政府間対話の進展

実行上も，安保理内外において政府間対話が進展している。例えば，

２０１４年以降，安保理においてほぼ毎年，制裁をテーマとする一般討論が

行われている。２０１４年１１月の「制裁に関する一般的課題」と題する一般

討論を皮切りに�，２０１６年２月には「安全保障理事会補助機関の作業方

法」� ，２０１７年８月には「国連制裁の実効性強化」�といったようにで

ある。また加盟国（オーストラリア，フィンランド，ドイツ，ギリシャ，

スウェーデン）のイニシアティヴで「国連制裁の包括的再検討（High-

level Review）」が現在進行中である。加盟国だけでなく関連の国際組織

や NGO，民間セクターに開放され，様々なワークショップや協議，対

話が実施されており，７０以上の加盟国，事務局，国際組織の代表，企業

などが参加しているようである�。

その成果として，１５０個の実践的な勧告を盛り込んだ『ハイレベル再

検討の大要（Compendium）』が作成され�，直近のフォローアップとして，

『評価報告書（Assessment Report）』が公表されている�。この『評価報

告書』は，現在の論点と動向を簡潔にまとめている。例えば，制裁に関

�　S/PV.７３２３, ２５ November ２０１４.
�　S/PV.７６２０, １１ February ２０１６.
�　S/PV.８０１８, ３ August ２０１７.
��　その概要と進展については，HLRのホームページで確認できる。See supra 

note（１５）.
��　Ibid. これは様々な議論を総括した文書であるが，加盟国のコンセンサスを
示すものではないとされ，国連文書としても位置づけられていない点に注意が

必要である。他方で，加盟国主導で行われた制裁に関する議論と現状を簡潔に

示し，どのような課題があると認識されているかを把握する上で一定の方向性

を示すものとして貴重である。

��　Assessment report: Achievements, challenges and opportunities resulting from the 
recommendations of the Compendium of the High-level Review of United Nations 
Sanctions (Assessment Report), A/７１/９４３－S/２０１７/５３４, ２３ June ２０１７. 
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するあらゆる利害関係者間の一層実効的な協力及び透明性の強化が論点

になっていることが分かる。とくに制裁委員会と専門家グループとの関

係（人道援助団体等との情報共有を含む）や，制裁の被影響国や関連の

地域的組織，民間セクターとの関係（制裁違反をおそれて萎縮をもたら

す，いわゆる over-compliance問題）などが検討されている�。また，よ

り正確で協働的な制裁の実施として，制裁の定義や条件と関連規定や手

続の調和化ないし統一化，オンブズパーソンの独立性と活動環境の整備，

そして制裁全般における適正手続の強化が議論されているようである�。

また，不均衡な実施負担を負っている国々の制裁履行能力の増強も指摘

されている�。国々の実施レベルにおいては，ヘイトスピーチや資金調達，

戦闘員のリクルートなどに用いられるデジタル技術やインターネットの

急速な進展という実務的な課題も浮上してきており，実効性の観点から

は軽視できない状況にあることも認識すべきこともわかる。

こうして，制裁の実効性という観点から漸進的にではあるが，加盟国

の支持を得て改善策が種々議論されてきていることが確認できる。さら

に，安保理の外部で進んでいるハイレベル再検討のように，様々なステー

クホルダーやアクターを巻き込んだ議論を通じて国連における多数意見

が形成されている状況を国際公共的性格の進展と位置づけることもでき

るように思われる�。なお，安保理常任理事国については，安保理にお

�　Ibid, pp. ６－９.
�　Ibid, pp. ９－１１.
�　Ibid, pp. １２－４.
��　注目すべき点として，そうした議論から作成された『ハイレベル再検討の大
要』からは，狙い撃ち制裁を積極的に活用すべきとの意図もうかがえる。例え

ば，勧告１３１と勧告１３２は次のように促している。

　 　「１３１. 安全保障理事会は，適切な場合には，既存のレジームが明示的にカ
ヴァーしていない特定の人権侵害状況のようなものも含めて現に存在しまた生

じつつある脅威に対して，よりよく対処するために，制裁の指定基準を拡張

すべきである。安全保障理事会は，一般的に，『子どもと武力紛争』や『女性，
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ける一般討論から，少なくとも建前としては，米国でさえ透明性や適

正手続の面での改善に積極的であることがうかがえる�。他方，ロシア

などが機密性や政治的側面を強調して，『ハイレベル再検討の大要』や

『評価報告書』が示すような改善案には否定的であることがうかがえる�。

確かに制裁の実効性は，きわめて政治的問題のようにも思われる。しか

し，実効性の観点からも規範的アプローチからの改善が指摘され，また

漸進的に進められていることは，国連における法の支配の重要性が加盟

国によって強く認識されていることを反映していると評価できよう。

また全体として，狙い撃ち制裁の実施とそこでの個人・私人への影響

という側面への注目が集まっており，それに伴って制裁をめぐる政治的

問題から行政的問題へと焦点が移ってきていることもうかがえる。この

ような状況において国際法学はどのように対応すべきであろうか�。以

下では，具体的な制度を検討する前提としていくつかの理論的側面につ

いて整理しておこう。

　 平和及び安全保障』といった優先度の高いテーマ別アジェンダを一層実効的に
実施するために，既存の制裁レジームを活用すべきである。

　 　１３２. 安全保障理事会は，ジェノサイド，紛争における性暴力，人身取引及び
女性の権利の大規模侵害といったグローバルな脅威に対処するために，国別の

制裁に加えてテーマごとの制裁レジームを導入することを考慮すべきである。」

compendium, supra note（１５）, p.８２.
�　S/PV.７３２３, pp. ２０－２１, S/PV.７６２０, pp. １５－１７, S/PV.８０１８, pp. １３－１４.
��　S/PV.７３２３, pp. １８－１９, S/PV.７６２０, pp. １２－１３, S/PV.８０１８, pp. ７－８.
��　As a seminal study in this regard, Teruo Komori & Karel Wellens (eds.), Public 

Interest Rules of International Law: Towards Effective Implementation (Routledge, 
２００９). 
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Ⅱ　国連狙い撃ち制裁の実施を規律する法規範の形成

１　国連と加盟国の権限関係の再構成？

国際法上は，そもそも安保理が個人や団体を直接対象とする制裁を決

定する権限をもつのかという点が問題となりうるが，この点は安保理の

実行を通じて確立したと言ってよいであろう�。但し，例えば，その無

期限的性格に鑑みれば，「制裁は懲罰ではない」と言いながらも実質的

に刑事罰に匹敵する過酷さを有するのであり，権限踰越であるとの指摘

も十分考慮に値する�。対テロ制裁について言えば，当初１２６７レジーム

は時間と範囲において限定性をもっていた。その後，９.１１を経て限定

性がなくなり，他方でテロ資金供与防止条約も多くの国が批准したこと

で安保理による対応を正当化する緊急性の度合いは低くなりつつある。

加えてリスト化根拠の信憑性もかなり怪しい。従って，リスト化は司法

的性質をもつと言えるが，安保理による決定は最終的な性質をもつとい

うよりも行政的決定と評価されるべきであり，そしてその意味において，

救済メカニズムが必要とされるのである�。しかし，これは権限の有無

というよりも権限行使の在り方または実施の側面に関する問題と整理す

べきように思われる。

この点，狙い撃ち制裁の実行は，安保理の集権的決定と加盟国の分権

�　Krisch, “General Framework”, supra note（１８）, pp. １２７０－１２７１.
��　Ex. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human 

rights and fundamental freedoms while countering terrorism by Martin Scheinin, A/６５/
２５８, ６ August ２０１０, paras. ５１－５８.
��　Ibid. See also Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 

human rights and fundamental freedoms while countering terrorism by Ben Emmerson, 
A/６７/３９６, ２６ September ２０１２. オンブズパーソン制度の影響とその国際人権法と
の合致について検討し，さらなる独立性や権限強化を勧告している。
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的実施という現実を踏まえた，国連と加盟国の権限関係を再構成する必

要性を提示しているように見える。集団安全保障の要諦は，安保理によ

る集権的決定と加盟国による「穴のない」実施であるが，狙い撃ち制裁

は，もはや単純な貿易制限に留まらず，金融上の措置や Biometricsによ

る人物特定に基づいた渡航禁止に代表されるように，かなり高度な対応

を求めるようになっており，国内行政法や刑事法などへの影響が大変に

大きいという意味で，国内法制度への過剰な浸透をもたらしている�。

例えば，決議２１７８（２０１４）では，いわゆる外国人テロリスト戦闘員の

防止措置が規定され，その後決議２３９６（２０１７）で措置がさらに強化された。

これについては３つの鍵となる刑事司法，国境管理，情報共有の領域に

おいて国内法制度への浸透がみられる。特に同措置は刑事司法（処罰）

に重点をおいている一方で，決議における犯罪の定義の曖昧さについ

て多くの批判がある�。また，加盟国にテロリストとされる者に関する

Watch Listsないしデータベースの作成を要請しているが，米国などでは

Biometric data（指紋，画像，顔認証など）に基づく国境管理が進展して

いる。これらのデータベースは法執行，国境管理，税関，軍事・諜報機

関による使用が想定されているが，国内体制に批判的な者（例えば市民

� 　具体的な検討として，吉村『前掲書』注（３），２１－２６頁及び同書の特に第６章「日
本における国連金融制裁の履行」（福島俊一），第７章「金融制裁の国家による

履行と法的問題」（久保田隆），第９章「銀行の制裁対応実務」（中雄大輔）を参照。

��　Martin Scheinin, “Impact of post-９/１１ counter-terrorism measures on all human 
rights”, Manfred Nowak and Anne Charbord (eds.), Using Human Rights to Counter 
Terrorism (Edward Elgar Publishing ２０１８), pp. １０３-１０６. 現行の決議における犯罪の
定義では，インターネットのホスト・サービス，麻薬栽培・取引，人身売買，

人質の身代金支払いまで処罰の対象に含まれる可能性があるという。また，リ

スト化の基準や期間，用いられる証拠などについても曖昧さが残っていると指

摘される。
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社会の活動家・評論家，あるいは人権擁護活動家など）が恣意的に盛り

込まれる可能性があるとの批判もある�。さらに，そうしたデータベー

スは国家安全保障にかかわる機密情報を含んでいることが多く，各国及

び国連機関の間で情報共有が進まない要因になっていることも確かであ

る。

このような高度な対応を可能とすべく途上国への能力構築支援が求め

られる，つまりは国内法への過剰な浸透を肯定していく動きがある一方

で，人権や民主的正当性を確保するためには，むしろ加盟国に，実施に

おける裁量を残した方がよいという考え方がある。これは理論的には「補

完性原則」の可能性として検討する価値がある�。補完性原則とは，最

も素朴には，統治機能の配分と行使において最も下位の統治レベルを優

先させることを意味し，安保理の文脈では，狙い撃ち制裁の実施につい

て，なるべく加盟国の裁量に委ねるという方向に働く。

この点について示唆的なのは，欧州人権裁判所の Al-Dulimi事件大法

廷判決�であろう。以下で触れるように，対テロ制裁をめぐって多くの

国際・国内判例が出てきているが，本件は，イラク制裁で対象となった，

フセイン政権関係者・団体がスイスを相手に提訴した事例であり，対テ

ロ制裁以外に審査の射程を広げるものである。判決では大要次のように

述べて安保理決議を履行するスイスの欧州人権条約違反を認定した。狙

��　Lorna McGregor, “First Report of the UN Special Rapporteur on the Right to 
Privacy to the Human Rights Council”, EJIL Talk!
　 　https://www.ejiltalk.org/first-report-of-the-un-special-rapporteur-on-the-right-to-

privacy-to-the-human-rights-council/ (Last visited in January １０ ２０１９)．
��　詳しくは，拙稿「国連安全保障理事会における『補完性原則』の可能性に関
する覚書」岩沢雄司・中谷和弘責任編集『国際法研究 第６号』（信山社，２０１８年）
４７-７３頁を参照。
�　 Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland (Grand Chamber) App. No. 
５８０９/０８, Judgment of June ２１, ２０１６.
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い撃ち制裁の根拠となる決議１４８３（２００３）は，国内裁判所による司法審

査を明確に排除してはおらず，恣意性の審査に限定することで人権尊重

を確保する必要性と国際の平和及び安全の確保の必要性との公平なバラ

ンスをとることができる。原告がリスト化を根拠づける証拠や情報に全

くアクセスできない状況は，当該措置が恣意的であるという強い推定が

働く。従って，それを確保できない締約国は第６条（公正な裁判を受け

る権利）に違反する。要するに，スイスは原告に対する資産の凍結・没

収を行うにあたって，原告の国内裁判所が「恣意的に」リスト化されな

かったかを審査できたのにしなかった，というわけである�。

しかし，この論理は若干無理があるようにも思われる。確かに，根拠

となる安保理決議をそのように解釈する余地はあるかもしれないが，安

保理による集権的な制裁という観点からは，各国に判断を委ねることに

なり，実効性を阻害する要因ともなりかねない。また訴える国によって

まちまちの判断が出る可能性も排除されていないとなると，制裁対象者

にとって不平等な結果となりかねない。補完性原則の観点から国内裁判

所に審査することを認めたとしても，十分な情報が提供されない国内裁

判所に対して大きな負担を負わせることにもなる�。要するに，実効性

を確保するためには各国に委ねる必要がないほどに安保理レベルでしっ

かりとした制度が構築されていればよいということになり，問題は国連

レベル，安保理レベルに戻ってくる。

補完性原則を安保理の文脈に持ち込むことには次のような意義がある

と考えられる。すなわち，人権規範（及び民主的正当性）による制約の

�　Al-Dulimi (Grand Chamber), paras. １４５-１４７.
��　後述するように，有名な Kadi Ⅰや Kadi Ⅱの判決では，実際にリスト化根拠
の実体的審査（full review）に踏み込んだ。
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必要性を理論的に強化することになり，さらには国際制度と国内制度と

の接合・調整の問題を意識づける。これは，国際組織と加盟国の関係に

関する一般的な問題として重要な点である。逆に言えば，安保理の第７

章に基づくメカニズムも現実的には統合（排他的権限）の組織ではなく，

従って補完性原則の観点から国連と加盟国の権限関係を再構成する必要

があるということでもある。しかし，実施面について加盟国に裁量を残

す形で人権保護や民主的正当性の確保を企図する一方で，国際公共的性

格の観点から一定程度安保理が加盟国をコントロールするという構図で

実行が展開していくことになるかどうか，現段階で予断することは難し

い。

２　人権規範による規律

そのような再構成が行われるためには，国連の活動を規律する人権規

範が具体化していくことが肝要であるが，この点はこれまで多くの議論

が行われてきた�。ここでは，ごく簡潔な指摘に留める�。狙い撃ち制

裁の実施を規律する法規範の形成という意味では，人権規範を中心に各

種国際・国内判例が大きな影響を及ぼしてきていることも周知の通りで

ある。

問題となった権利の観点からは，Kadi事件（EU司法裁判所判決，

Kadi Ⅰ（２００８）及び Kadi Ⅱ（２０１３））を通じて，リスト化された個人

の聴聞を受ける権利や実効的救済を受ける権利，財産権が認識されるよ

うになった。Sayadi事件（自由権規約委員会見解（２００８））では，移動

��　Ex. Bardo Fassbender, Targeted Sanctions and Due Process, Study commissioned by 
the United Nations Office of Legal Affairs, ２０ March ２００６.
��　諸判例の簡潔な紹介として，加藤陽「国連の金融制裁と国際判例」吉村編『前
掲書』注（３）１９４－２０４頁参照。
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の自由やプライヴァシーの権利への配慮が必要なことも明らかとなった。

とりわけ欧州人権裁判所では，安保理の活動によって影響を受けた個人

が提訴する例が多くなっており，Nada事件（欧州人権裁判所判決（２０１２））

では移動の自由，Ⅱ－１でみた Al-Dulimi事件では公正な裁判を受ける権

利などについて締約国の義務違反が認定された。

いずれにせよ，様々な国際・国内判例を通じて，制裁の実施における

人権規範の重要性が認識され，安保理も一定の対応をしてきたことは事

実である。ただ，そもそも人権規範が国連を拘束するのか，「どの法秩序」

における人権規範かという理論的課題は残っている。ここでこの問題に

深入りする余裕はないが，筆者自身は次のように考えている。すなわち，

第１０３条に基づけば，安保理はその公共的性格が故に，一定の人権制限

的措置を行うことも認められるが，国連憲章の目的に人権尊重が含まれ

ていることから，全般的な人権配慮が求められる。また，翻ってこれま

で加盟国による履行において人権規範との合致を求めてきている点と合

わせて考えれば，国連法の枠内においてどのような人権規範に配慮すべ

きかを確定させていく必要がある。さらに，前節で検討したように，安

保理が取り組まなければ，加盟国独自の判断に委ねることになり，集権

的実施を損なうことになる，ということである。このような形で，制度

的改善に向けて人権規範が大きな役割を果たしていることは確かなよう

に思われる�。

��　この点についてラディカル多元主義の立場から懐疑的な見解として，加藤陽
「国連法とEU法の相克―ラディカル多元主義の理論構造とその実践的意義―」
『国際法外交雑誌』第１１６巻４号（２０１８年）２６－２９頁，４０－４１頁。それに対するグ

ローバル立憲主義の立場からの反論として，須網隆夫「国境を越える立憲主義

―グローバル立憲主義とその成立可能性」『憲法研究』第３号（信山社，２０１８年）

１５９－１６３頁，あるいは伊藤一頼「国際法と立憲主義－グローバルな憲法秩序を

語ることは可能か－」『法学セミナー』第７６５号（２０１８年）６２－６７頁。このよう

な対立の意味も含めて詳細な検討は他日を期したい。
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人権規範による制約の理論的問題については，これだけ膨大な研究が

蓄積されているにもかかわらず，ある種の錯綜状況があるようにも思わ

れる。これに対しては，「特定の人権規範の内容や淵源（法源）」の問題

と「概念ないし全体としての人権規範による国連活動の制約」の問題を

いったん区別して，例えば秩序間対話による収斂を目指すといったよう

にプロセスとして把握することも一つの試みとしてはありうるであろう。

前者の問題は，例えば具体的な人権としての適正手続が国連憲章とは異

なる自由権規約や欧州人権条約に由来するものであるのか，または慣習

国際法さらには法の一般原則に由来するのか，そして憲章第１０３条との

関係はどうなるのかといった問題を指す。他方で後者の問題は，国連憲

章を頂点とする国連法体系を想定し，その階層的秩序において人権規範

（群）がカテゴリカルにどこに位置づけられるかに着目する。憲章の掲

げる目的に人権尊重が規定されていること及びこれまでの国連の実行を

踏まえるならば，人権規範（群）は憲章一次法として，二次法たる安保

理決議の上位に位置づけられることになりうる。但し，結局のところ，

具体的な（国際）人権規範の内容は事実上，各種人権条約やそれらの実

行から導かれるのであり，問題を完全に切り離すことはできない。しか

し，混乱をある程度は解すことができるように思われる。

３　グローバル行政法論

人権規範以外にも一定の規則・制度の形成がうかがえる。安保理の国

際公共性をめぐっては様々な理論的アプローチがありうるが�，ここで

はグローバル行政法論の観点から指摘される規則・制度に触れておきた

��　佐藤『前掲書』注（５）３７６－３８０頁では，国際的（グローバル）立憲主義，グロー
バル行政法，公法アプローチ（国際公権力の行使），国際組織のアカウンタビ

リティの４つに整理されている。
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い。ごく簡潔に言えば，グローバル行政法論とは，グローバル・ガバナ

ンスを行政法の適用対象とし，そして適用される空間をグローバル行政

空間と措定して，グローバル行政主体のアカウンタビリティを確保しよ

うとするアプローチである�。そこでは，主に手続的参加，透明性，理

由の付された決定，決定に関する裁判所などの審査メカニズム，そして

いくつかの実体的基準が，規則・制度として導き出される�。

「手続的参加」とは，ある決定によって影響を受ける個人や国家が，

当該決定が行われるにあたって自らの見解や関連情報を考慮してもらう

権利を指す。グローバル行政法において，この文脈での「影響を受ける」

は緩やかに定義され，また場合によっては NGOなどの市民社会の参加

も含まれる。そうした決定において参加する権利や審査を受ける権利が

実効的に行使されるためには，「透明性」（及び情報へのアクセス）が重

要な基礎として確保されなければならない。これは，行政的決定や関連

文書を公（public）や他の国（peer）による精査に服せしめることによっ

てアカウンタビリティを促進することにもつながる。そして，行政的「決

定には理由を付すこと」が求められ，決定によって直接影響を受ける特

定の個人に対して通知されなければならないし，そうした決定を審査す

る独立の実効的な審査メカニズムが設けられていなければならない。審

査メカニズムにアクセスする権利は自由権規約第１４条などの国際人権文

書で認められた人権でもある� 。

対テロ制裁の実行は，まさにこれらの基準・制度の観点からよりよく

��　Benedict Kingsbury et al., “The Emergence of Global Administrative Law”, ６８ Law 
and Contemporary Problems (２００５), pp.１５－６２.
��　実体的基準としては例えば均衡性や手段と目的合理的合致などが導き出され
る。Ibid, pp.４０－４１.
��　Ibid, pp. ３７－４０. 現行のグローバル行政的諸制度がどの程度これらの基準を満
たしているかについて概観されている。
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評価されうるであろう。例えば，Iで触れた政府間対話における論点で

ある制裁委員会によるブリーフィングの増加や開放，制裁被影響国や民

間セクターへの情報提供，透明性と機密性ないしリスト化根拠の（不）

十分さ，オンブズパーソン制度の改善など，グローバル行政法の基準に

照らして現状分析を行うと，不十分な点・改善すべき点が明らかにな

る� 。Ⅰ－３ですでに指摘した通り，狙い撃ち制裁をめぐっては政治から

行政へ議論の焦点が移ってきており，それに伴ってグローバル行政法論

の意義も高まっていると考えられる�。

以下では，これらを踏まえて具体的制度上の課題としてオンブズパー

ソン制度を中心に国際公共的性格という視点がどのような示唆をもたら

すかについて検討してみる。同制度の進展具合は，狙い撃ち制裁が真に

国際公共的制度として発展していくことができるかどうかを判断する指

標となるように思われるからである。

Ⅲ　国際公共的性格という観点からみた制度的課題
　―オンブズパーソンを中心に―

１　オンブズパーソンの設置と活動経緯

国連と加盟国の権限配分・人権救済メカニズム・制度や機能における

行政法的性格といった理論的問題を最も象徴的に孕みかつ画期的に改善

��　この点は，拙稿「国連安全保障理事会による「国際立法」とその実施に関す
る一考察 : 国際立憲主義の観点から」『山形大学法政論叢』第６２号（２０１５年）
　１７７－１９８頁も参照。

��　なお，グローバル行政法論以外にも国際公権力論や国際立憲主義論などがあ
りうるが，具体的に導き出される規則・制度はほぼ類似していると考えてよい

であろう。国際立憲主義論はやや人権規範を重視する傾向があるといった程度

である。そして，いずれのアプローチも議論が進行中であり確立しているとま

では言えない現状において，どのアプローチが最適かを議論するよりは，重層

的・重畳的に議論が進んでいく方が望ましいのではないかと考える。
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が進んでいるのがオンブズパーソン制度である。同制度が導入される以

前には，２００６年１２月に決議１７３０によって国連事務局におかれたフォーカ

ル・ポイントが，狙い撃ち制裁の対象となった個人・団体からの削除申

請を受け付けていた。これは，削除の請願を受け付ける窓口にすぎない

が，すべての制裁レジームを対象としており，ISIL及びアル・カイー

ダ制裁以外の制裁については現在でも機能している。２００９年１２月の決議

１９０４によって設置されたオンブズパーソン�は，ISIL及びアル・カイー

ダ制裁に基づいてリスト化された個人・団体からの請願を受け付け，情

報収集を行った後請願者との対話を踏まえて包括的報告書を作成し制裁

委員会に提出する。この包括的報告書には請願者を削除すべきか否かに

関する勧告が含まれる。

２０１１年６月には決議１９８９が採択され，その権限が強化された�。包括

的報告書で削除を勧告した場合，制裁委員会はコンセンサスでリスト化

維持を決定しない限り削除されるか（従来は，制裁委員会のコンセンサ

スにより削除が決定された），もしくは委員会構成国の要請で安保理へ

付託されることになる。これまでのところ安保理への付託例はない。設

置以来，８１件（個人，団体またはその組合せ）の削除申請のうち７６件の

包括的報告書が提出され，５２の個人と２８団体が削除に至っている�。

��　これまでに３人のオンブズパーソンが任命されている。初代：Kimberly 
Prost (Canada, ２０１０.６.３~２０１５.７.１３)，二代 Catherine Marchi-Uhel (France, ２０１５.７.１３
~２０１７.８.７)，約１０か月の空白期間を経て三代 Daniel Kipfer Fasciati (Switzerland, 
２０１８.５.２４~)。空白期間がある理由は定かではないが，『ハイレベル再検討の大要』
の勧告４２では，安保理決議におけるマンデート更新とオンブズパーソンの任用

期間を合致させるべきと述べられており，原因はその辺りにあるように思われ

る。Compendium, supra note （１５）, pp. ４４－４５.
��　最新のマンデートは決議２３６８（２０１７）に規定されている（２０２１年１２月１７日ま
でとされている）。

��　２０１８年８月７日時点。Fifteenth report of the Ombudsperson to the Security Council, 
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この制度のメリットとしては次のような点が指摘される。E-mailで請

願できること，母国語で請願できること，法的代理人を立てる必要がな

いこと等である。加えて，裁判などの司法手続きと比較して迅速な審査

が行われることも長所として挙げられる。すなわち，情報収集に４か月

（２か月延長可），請願者との対話に２か月（２か月延長可），制裁委員

会への報告書提出後５～３０日で判断，６０日後に自動的に非リスト化とい

う手続が確立しており，うまくいけば９か月ほどで削除が実現する。仮

に，上述の国際裁判と比較してみると，かなり迅速な手続であることが

わかる�。

大事な点は，オンブズパーソンは一定の独立性と公平性に基づいて，

かなりの程度実績を積み重ねてきているということである。包括的報告

書に含まれる削除提案はあくまで勧告ではあるが，これまでに制裁委員

会がそれを覆した例はなく，また安保理へ付託された例もないようであ

る�。また，削除申請を行った請願者とは多くの場合，対面での対話を

　S/２０１８/５７９, ８ August ２０１８, paras. ８－１１.
��　例えば，Kadi Ⅰ事件は２００１年１２月１８日に提訴，２００５年９月２１日の第１審裁
判所判決を経て２００８年９月３日に欧州司法裁判所判決（約６年半），Kadi Ⅱ事件
は２００９年２月２６日提訴，２０１０年９月３０日の一般裁判所判決を経て，２０１３年７月

１８日に司法裁判所判決（約３年半），Sayadi事件は２００６年３月１４日通報，２００８
年１０月２２日に自由権規約委員会の見解（約２年半），Nada事件は２００８年２月１９
日提訴，２０１２年９月１２日に欧州人権裁判所大法廷判決（約３年半），Al-Dulimi
事件は２００８年２月１日提訴，２０１３年１１月２６日の小法廷判決を経て，２０１６年６

月２１日に大法廷判決（約８年）と，概して長期に渡っていることが分かる。

� 　オンブズパーソン制度の展開について詳しくは，加藤「前掲論文」注（５２），３２
－３９頁，Dire Tladi & Gillian Taylor, “On the Al Qaida/Taliban Sanctions Regime: Due 
Process and Sunsetting”, １０ Chinese Journal of International Law （２０１１）, pp. ７７１
－７８９, Gavin Sullivan & Marieke De Goede, “Between Law and the Exception: 'The 
UN １２６７ Ombudsperson as a Hybrid Model of Legal Expertise'”, ２６ Leiden Journal 
of International Law （２０１３）, pp.８３３-８５４, Jared Genser & Kate Barth, “Targeted 
Sanctions and Due Process of Law”, Jared Genser & Bruno Stagno Ugarte (eds.), The 
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行っており，請願者の聴聞を受ける権利の実現に，従って手続的参加の

確保に一定程度寄与していると評価できるであろう�。

２　オンブズパーソンの権限強化と対象拡大の必要性

地域的国際裁判所からは，オンブズパーソン制度は個人を救済するた

めのメカニズムとしてまだ不十分との指摘を受けている。しかし，Ⅰで

紹介した政府間対話を概観すると，加盟国の間でもまだまだ改善の必要

性が指摘されつつ，一般的には好意的に受け止められていると言える。

このような状況において検討すべき論点は，次の３つが中心になるであ

ろう。

第１に，包括的報告書における削除の提案に法的拘束力を付与すべき

かどうか。これは厳格司法化や独立性確保の要請とも言い換えられる。

事実として勧告が覆されていないとしても，制度的な保障のないことが

問題視されるわけである�。既述の通り，Kadi Ⅰ判決や Kadi Ⅱ判決では，

裁判所が実体的審査（full review）に踏み込んで，国連レベルの手続は

実効的な司法救済とは言えないと指摘している。また Al-Dulimi小法廷

判決は同等の保護を適用する際に，オンブズパーソン制度でさえも同等

の保護を提供していないと評価している。制度的に独立性の確保された

司法的機関に変容することはすぐにはないであろうが，その手続きを実

United Nations Security Council in the Age of Human Rights (Cambridge University 
Press, ２０１４）, pp. ２２０－２３４, Stephan Hollenberg, “The Security Council's １２６７/１９８９ 
Targeted Sanctions Regime and the Use of Confidential Information: A Proposal for 
Decentralization of Review”, ２８ Leiden Journal of International Law （２０１５）, pp. ４９－７１.
� 　この点，初代オンブズパーソンである Prostは，一貫した基準の適用という
意味で原則に基づくアプローチ（principled approach）を採用しており，これは
司法的手続に類似するものであると指摘する。Kimberly Prost, “Security Council 
sanctions and fair process”, van den Herik (ed.), supra note （３）, p. ２２５.�

�　Ex. Report of the special rapporteurs, Emmerson, supra note （４２）, paras.
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質的に一層司法的なものにしていくことは，オンブズパーソンや制裁委

員会による努力によって実現可能であるようにも思われる。

第２に，加盟国による情報提供や請願者等への公開を義務づけるべき

かどうかという点である。現状では，オンブズパーソンが加盟国や制裁

委員会の有する関連情報へアクセスすることを保証されてはおらず，実

体的な審査が不可能な事例もあることが指摘されている�。『ハイレベ

ル再検討の大要』の勧告２０においても，「理事会は，個人のリスト化根

拠としての情報の十分性と透明性のための基準を含む人権及び適正手続

の問題に対処するため，制裁手続の公正さと透明性を改善し続けるべき

である」と述べており，依然として加盟国の間で透明性や理由の付され

た決定といった基準について懸念が表明されていることがわかる�。

この文脈において，国家安全保障上の機密性と透明性の確保は表裏一

体である。例えば Hovellは，安保理が正当な権限（authority）を行使し

ているとの関連アクターの理解を得るためには，十分な情報を公開すべ

きであることを前提としつつ，柔軟かつ現実的なアプローチを採用して

いる。すなわち，情報の公開が，①安保理の広く認められた目的，②安

保理の意思決定の正当化理由について関連アクター間における理解の共

有の促進，もしくは③常任理事国の基本的利益といった点のいずれかと

矛盾する場合には，公開を控えることができるとするのである�。とり

��　他方で，実行上は情報提供が積極的に行われており，またオンブズパーソン
事務所と加盟国（スイス，ベルギー，英国，米国など）の間で機密情報共有・

アクセスに関する協定（現状２本）や取極（現状１７本）の締結が少しずつでは

あるが進んでおり，情報がオンブズパーソンへ十分に提供されないという状況

があるわけではないとも評価される。加藤「前掲論文」注（５２）,�３７－３９頁。

��　Compendium, supra note （１５）, p. ３２. See also Assessment Report, supra note （３２）, 
p.１１.
��　Devika Hovell, “Glasnost in the Security Council: the value of transparency”, 

Andrea Bianchi & Anne Peters, Transparency in International Law, (Cambridge 
University Press ２０１３）, pp.２０８－２１２.
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わけ③の点は若干不明確であり批判もありうるかもしれないが，ここで

はこれらの点が原則ではなく例外として示されていることがポイントで

あろう。Hovellは，結論において Kennedyの見解を引いて次のように

述べている。すなわち，グローバル秩序に関する知識の配分は立憲的課

題でもあり，世界がどのように統治されているかについての情報や知識

の配分が中心と周辺で不均衡という常態においては，安保理の正当な権

限を強化するためにも，意思決定における適切な透明性メカニズムを構

築する必要がある。そして正当な権限を強化するために情報公開をする

方が良いかのかどうかという観点からバランスを考えることが重要だ，

というわけである�。これは安全保障上の機密性について各国の政治的

意図にそのまま配慮することとは異なる。

こうした議論を踏まえて，政治的に柔軟な対応を阻害することにはな

らない透明性確保の在り方を探る必要があろう。評価の難しい点ではあ

るが，あまりにも厳格な司法的基準を求めるのは，安保理における拒絶

反応を生み出すおそれがあるため，必ずしも得策ではないかもしれな

い�。但し，その際に情報公開をするかどうかは，そうすることが正当

性を高めることに寄与するかどうかという点が基準になるのであり，各

国の政治的意図に依存するものではないことは確かである。この点，国

内実施レベルにおいて人権規範との適合性を求めつつ，安保理レベルで

そのための制度的確保を行わないことには矛盾があり，結果として安

保理の正当性を掘り崩すことも確かである。これはⅡですでに指摘し

た点である。実際に，非同盟（NAM）諸国は Kadi判決などを盾にとっ

て，制裁批判を強めているとの指摘もあるのであり�，軽視できない点

��　Ibid, p. ２１２. Citing David Kennedy, “The Mystery of Global Governance”, ３４ Ohio 
Northern University Law Review （１９９６）, p. ８２７, p.８３３.
�　加藤「前掲論文」注（５２）４３頁。
��　石垣友明「途上国と国連安保理制裁決議の正当性・実効性�:�カディ事件を素
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となっている。

第３は，これが最も現在論争になっている点であるが，対テロ制裁以

外の狙い撃ち制裁に対しても拡大すべきかどうかという点である。これ

は，政府間対話においても多くの国々によって主張されており�，また

上述の対テロ制裁以外の狙い撃ち制裁が問題となった Al-Dulimi判決に

おいて提起された問題でもあると言える。

対象拡大については，次のように考えられる。拡大を否定する見解は，

主に対テロ制裁とその他の制裁の性格・目的の違いに依拠しているよう

に思われる。しかし，例えばシグナル（naming and shaming）を主な目

的とする制裁のような場合に，個人による異議申立てを客観的な制度に

おいて認めていくことは，国際社会の耳目をそこに集め，国際世論の形

成を促し，翻って，狙い撃ち制裁自体の正当性を確保することにつなが

ると考えることもできるように思われる。

また，Prostが指摘しているように，対テロ制裁以外でも個人・団体

を対象としていることが決定的に重要なのであり，そこで個人の基本的

権利に対する配慮を制度的に保障するものがない以上，いかに制裁の目

的・性質が異なるものであっても，そのこと自体は実効的な救済メカニ

ズムを設けないことの根拠にはなりえないであろう�。逆に言えば，オ

ンブズパーソン制度を他の狙い撃ち制裁に拡大することで，一定程度，

手続的参加や透明性，理由を付した決定といったグローバル行政法的な

要素を確保することができるのであれば，積極的に拡大を検討すべきで

ある。こうして，国際公共的性格を有する狙い撃ち制裁の正当性と安保

理の権威を高めるためにも，同制度の対象拡大を真剣に考える時期が来

　材として」『国際法研究第４号』（信山社，２０１６年）９６－１０１頁。

�　Ex. Compendium, supra note （１５）, p. ３１. Assessment Report, supra note （３２）, p.１１.
�　Prost, supra note （６４）, pp. ２３３－２３４.
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ているように思われる。但し，一挙に拡大するのではなく，可能な範囲

から徐々に拡大していくという柔軟性を維持することが現実的かもしれ

ない。

３　その他の制度的課題として

最後に，オンブズパーソン制度以外の国際公共的性格という観点から

検討すべき課題として２点のみ指摘しておく。

第１に，狙い撃ち制裁の実施主体として私人の関与が深まってきてい

ることである。資産凍結措置に代表されるように，銀行やその他のファ

ンド，取引契約のある企業などが具体的に協力関係の中で実施しなけれ

ば効果を発揮できない。国連制裁の実施が加盟国に依存することは従来

から認識されてきたし，加盟国による実施拒否に至らないための制度づ

くりが求められることは上の論述からも明らかである。他方で，グロー

バル経済の実体としては，安保理は，加盟国だけをみて制裁の実効性を

考えればよいというだけでなく，実施主体としての私人を念頭におきな

がら様々な政策決定を行う必要が生じてきているということでもある。

第２に，独自（単独）制裁・地域的制裁あるいはいわゆる二次制裁と

の関係についてである。例えば，イラン制裁や北朝鮮制裁でみられるよ

うに，安保理による措置に追加する形で各国や EUなどの地域的組織が

独自の制裁を実施している�。加えて，米国の措置に代表されるように

いまや制裁の対象ではない第三国・第三者に対して制裁を発動する事例

が一般化している�。これらを法的にどう評価するかは今後の課題であ

� 　例えば，浅田正彦「対イラン独自制裁と国際法上の対抗措置」『国際商事法務』
第４４巻１１号（２０１６年）１６８８－１６９１頁。

� 　米国は，米国法人の外国での行為にとどまらず非米国人の米国外での制裁違
反行為に対しても広く域外適用を及ぼしている。こうした二次制裁によって，

仏 BNPパリバ銀行や英 HSBC銀行，日本の三菱 UFJ銀行といった外国企業に
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る。伝統的な国家責任法の枠組みまたは第三国による対抗措置に関する

理論で説明が可能であるのか�。あるいは，国際公共的性格を有する国

連の制裁措置の許容範囲として位置づけられるのか�。本稿で詳述する

余裕はもはやないが，近年ますます問題となってきていることは確かで

ある�。安保理が，国際公共的性格を有する措置として制裁を発動して

いることが前提となっている以上，各国が独自に行う制裁措置をどの程

度安保理が把握・コントロールすべきなのかという問題は，単純に法理

論的な問題というよりも制度的課題として取り組む必要があるように思

われる。

　 も巨額の制裁を科しているという。久保田隆「金融制裁の国家による履行と法
的問題」吉村編『前掲書』注（３）１２９頁。

� 　例えば，被制裁国の
4 4 4 4 4

資産凍結は一般国際法上，直接の被害国でない限り，そ

れ自体違法（illegal per se）であるとされ，安保理の強制措置を根拠としない場合，
国際法上許容されない可能性もある。中谷「前掲論文（国際法外交雑誌）」注（８）

２４－２９‚３４頁。また，安保理も狙い撃ち制裁の適用対象とする大規模人権侵害の

ような場合における第三国の対抗措置の可能性について，例えば，岩月直樹「第

三国による対抗措置」『法学セミナー』第６３巻１０号（２０１８年）４９－５５頁参照。

� 　この点，国家責任条文（特に国家の国際犯罪をめぐって）の起草作業におい
て安保理の強制措置をどのように性格づけるかをめぐって議論されてきたこと

も想起すべきであろう。例えば，長谷川正国「国際法における国家の責任―現

代国家責任法の機能分化傾向に関する一考察」国際法学会編『日本と国際法の

１００年 国際社会の法と政治』（三省堂，２００１年）１２３－１５５頁，森川幸一 ｢国家の『国
際犯罪』の法的帰結に関する一考察｣『専修法学論集』第５５・５６合併号（１９９２年）

４６５－５００頁などを参照。

　 　しかし狙い撃ち制裁の展開を踏まえた本格的な議論はまだ十分に行われてい
ないことについてはすでに触れた通りである。いずれにせよ，依然として分権

的な国際社会においては，一般国際法上の対抗措置と安保理の強制措置との関

係は常に整合性や一貫性を意識しつつ議論されるべきであろう。

� 　現在 ICJに係属中のいわゆる「１９５５年友好関係条約違反」事件（イラン対米国）
は，このような観点からも注目に値する。２０１８年５月にトランプ政権はイラン
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おわりに

狙い撃ち制裁は集団安全保障体制における重要な手法として確立して

おり，また今後も武力行使による強制・解決にとって代わりうる手段と

して様々な形で展開・構想されていくことが予想される�。個人や団体

を直接の対象とする措置が加盟国の一般的な支持を得ている背景には，

そうした措置がとられる目的，例えば対テロといった目的が国際公共性

を有していることがある。安保理は，現在の国際社会においてグローバ

ルに制裁を実施できる唯一の機関である。他方で，そうした国際公共性

を有するはずの現在の制裁レジームは，人権侵害を救済するメカニズム

が未成熟で，透明性や利害関係主体の手続的な参加も不十分といった点

　 との核合意（包括的共同作業計画（JCPOA）；安保理による制裁及びイランの
核開発に関してとられていた全ての制裁解除を規定，安保理も２０１５年７月に

決議２２３１を採択して JCPOAを承認）からの離脱を表明し対イラン制裁の再開
を予告した。これに対して，イランは２０１８年７月に，イランと米国の二国間

条約たる１９５５年友好関係条約違反の認定を求めて提訴した。争点は，米国の

制裁が二国間条約違反を構成するか否かを判断するにあたって，JCPOAの法
的性格とそれを承認した決議２２３１，そして米国が実施している独自または二

次制裁の評価になるかと思われる。２０１８年１０月に出された仮保全措置命令で

は，米国に対して医薬品や食料，民間航空の安全維持に必要な物品等のイラン

への輸出を妨げるような措置を回避するよう命じているが，管見の限り，決議

２２３１自体の評価は行われていないようである。See Alleged Violations of the １９５５ 
Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Request for the Indication 
of Provisional Measure, ２ October ２０１８. 但し，Momtaz特任判事の宣言は同決議
の尊重と米国の域外適用の違法性を指摘している。See Declaration of Judge ad 
hoc Momtaz, paras. ５－１４, １５－２８.
��　これは武力を用いた強制措置の必要性を否定するものではない。しかし，こ
のような点は古くから指摘され追求されてきたことであり，その重要性は人道

的介入論や武力を用いた保護する責任論の活発化を経た現在でも基本的には変

わりないように思われる。深津栄一『国際法秩序と経済制裁』（北樹出版，１９８２年）

１５７－１６０頁。
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で，真に国際公共性を備えているとは必ずしも言えない状況にある。そ

うした状況を放置することは，加盟国の不履行につながるという意味で

実効性を損ないかねない。また，具体的な行動の変更を強制するよりも

むしろシグナル（naming and shaming）を主目的とする制裁が実効性を

もつためには，対象となる主体が正当に自己の主張を行い客観的に判断

する機関を備えることで安保理自身の権威や正当性を高める必要がある。

オンブズパーソン制度の進展は，このような問題への対応として一定の

貢献を果たしていると言ってよいように思われる。国際公共的性格とい

う観点からは，徐々にではあれ，同制度の対象を対テロ制裁以外にも拡

大していくべきであろう。さらに，加盟国や関連アクターの関心は，安

保理がいかなる場合に狙い撃ち制裁を発動するかというよりも実施にお

いていかに行政的観点から公平・公正さを確保するかに移ってきている。

この側面においては，国際公共的性格をもつものとして狙い撃ち制裁を

位置づけて精緻化していくことが，ひいては実効性を高めることになる

ことが一層明らかである。漸進的にではあれ，早期の法理論的及び制度

的対応が求められるゆえんである。


